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第４号様式(第７条関係) 

 

ボンセジュールはるひ野入居契約兼特定施設入居者生活介護等利用契約 

重要事項説明書 

 

                           作成日 平成 23年 7 月 1日 

１ 事業主体概要 

事業主体名 株式会社ボンセジュール 

代表者名 代表取締役社長 小林 仁 

所在地・電話番号 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目17番5号 tel03-5774-4544 

資本金(基本財産) 100百万円 

主な出資者(出捐者)とそ

の金額又は比率※１ 
株式会社ベネッセホールディングス  （100％） 

設立年月日 平成20年 8月28日 

直近の事業収支決算額※２ （収益）8,432,025千円 (費用)7,910,952千円 (損益)521,073千円 

主要取引金融機関 三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店 

会計監査人との契約 
有限責任監査法人トーマツ 

（監査委嘱者は親会社の㈱ベネッセホールディングス） 

他の主な事業 介護保険指定事業（居宅介護支援、訪問介護、介護予防訪問介護） 

※１ 出資(出捐)額の多い順に上位３者の氏名又は名称並びに各出資(出捐)額又は比率を

記入。 

※２ 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営

業外費用、損益は経常利益とする。 

 

２ 施設概要 

施設名 ボンセジュールはるひ野 

施設の類型

及び表示事

項 

類型 
① 介護付（一般型・外部サービス利用型） 

２ 住宅型  ３ 健康型 

居住の権利形態 
① 利用権方式   ２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

入居時の要件 
１ 自立   ２ 要介護  ③ 要支援・要介護 

４ 自立・要支援・要介護 

介護保険 

① 県指定介護保険特定施設 

(番号1475600860、指定年月日平成20年11月1日) 

  介護専用型・混合型・混合型（外部サービス利用型）・地域密

着型・介護予防・介護予防（外部サービス利用型） 

２ 介護保険在宅サービス利用可 

居室区分 ① 全室個室（夫婦等居室含む） ２ 相部屋あり 

介護に関わる職員体制 

2.5：1以上 

要介護認定を受けている方に対して、現在及び将来に

わたって、要介護者2.5人に対して職員1人以上の割合

（年度ごとの平均値）で介護に当たります。これは介

護保険の特定施設入居者生活介護サービスの職員配置

基準（3：1以上）を上回る手厚い体制であり、保険外

に別途費用を受領できるとされています。 

なお、職員配置基準は、非常勤職員を常勤職員に換算

する方式で行います。また、常時要介護者2.5人に職員

がお世話するものではありません。 
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提携ホームの利用等 

① 提携ホーム利用可(希望により、当社の管理運営す
る他の施設への移り住みが可能です。但し空き状況に
よります。この場合現施設の利用権が継承されます。) 
２ 提携ホーム移行型(             ) 

開設年月日 平成20年11月 1日 

施設の管理者名 大倉 由紀子 

所在地・電話番号 
〒215-0036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野4-19-1 
044-980-5603 

交通の便※３ 小田急多摩線「はるひ野駅」徒歩5分（400ｍ） 

敷地概要※４ 

権利形態 所有 ・ 借地 
(借地の場合の契約形態) 通常借地契約・定期借地契約 
(借地の場合の契約期間)   年 月 日～ 年 月 日 
(通常借地契約における自動更新条項の有無)  有・無 
敷地面積 2,466.28㎡ 

建物概要 

権利形態 所有 ・ 借家 

(借家の場合の契約形態) 通常借家契約・定期借家契約 

(借家の場合の契約期間)平成20年4月1日～平成50年3月31日 

(通常借家契約における自動更新条項の有無)  有・無 

建物の構造 鉄筋コンクリート造地上４階建(耐火・準耐火・その他) 

延床面積 3,896.99㎡（うち有料老人ホーム3,896.99㎡） 

建築年月日 平成20年3月1日建築 

改築年月日  

建築確認の用途指定 有料老人ホーム・その他(    ) 

居室（一般居室・介護居室

）、一時介護室の概要 

居室総数 85室   定員 90人(一時介護室を除く) 

(内訳) 

 

 居室定員 室 数 面  積 

 

一般居室 

個  室  室 ㎡～   ㎡ 

 うち２人定員   室   ㎡ 

２人部屋（相部屋）   室    ㎡～   ㎡ 

人部屋（相部屋）   室    ㎡～   ㎡ 

介護居室 

個  室 85室 18.00㎡～34.20㎡ 

 うち２人定員   5室 34.20㎡ 

２人部屋（相部屋）   室    ㎡～   ㎡ 

 人部屋（相部屋）   室    ㎡～   ㎡ 

一時介護

室 

個  室   室    ㎡～   ㎡ 

２人部屋（相部屋）   室    ㎡～   ㎡ 

 人部屋（相部屋）   室    ㎡～   ㎡ 

 

共用施設・設備の概要（設

置箇所、面積、設備の整備

状況等） 

共同生活室(ﾕﾆｯﾄｹｱの場合) 設置階       (     ㎡) 

食堂 
設置階  1階(131.55㎡) 

3階( 56.46㎡) 
4階(126.00㎡) 

浴室(一般浴槽) 

設置階  1階(19.80㎡) 
         2階( 4.32㎡) 

3階( 4.32㎡) 
4階( 4.32㎡) 

浴室(特別浴槽) 設置階  1階(24.00㎡) 

便所 設置箇所 各居室・各階 

洗面設備 設置箇所 各居室 
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医務室(健康管理室) 設置階  2階(23.45㎡) 

談話室/応接室/面談室 設置階  2階(36.00㎡) 

事務室 
設置階    1階(43.75㎡) 
     看護・介護職員室兼用 

宿直室 設置階    ― 

洗濯室 
設置階  2階( 8.60㎡) 
     3階( 5.00㎡) 
     4階( 7.20㎡) 

汚物処理室 

設置階  1階( 7.20㎡) 
         2階( 7.84㎡) 

3階( 7.84㎡・3.67㎡) 
4階( 7.84㎡) 

看護・介護職員室 

設置階  1階(43.75㎡)事務室兼用 
2階(13.80㎡) 
3階( 9.68㎡) 
4階(15.37㎡) 

機能訓練室 設置階  2階(125.32㎡) 

健康・生きがい施設 設置階    ― 

外来者宿泊室 設置階    ― 

エレベーター 2基(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入 可・否) 

スプリンクラー 設置箇所  各居室・廊下・共用部 

緊急通報装置等緊急連絡

・安否確認 

緊急通報装置等の種類及び設置箇所 

 事務室に災害緊急装置。各居室・浴室等に緊急コール設置 

安否確認の方法・頻度等 

 2時間体制で安否確認を行います。 

 夜間は平均3名、最小時2名体制で巡回します。 

同一敷地内の併設施設又

は事業所等の概要※５ 
― 

有料老人ホーム事業の提

携ホーム及び提携内容 

神奈川県：他8施設、東京都：11施設、埼玉県：4施設、千葉県：3

施設、愛知県：1施設、兵庫県：2施設、大阪府：1施設へ移り住む

ことが可能です。費用は各施設との差額が必要となります。施設の

構造や居室面積が変わります。 

※３ 最寄りの交通機関からの距離を徒歩で示す場合は、１分を 80ｍ以下の距離で換算する

こと。 

※４ 借地契約を締結していない場合は、敷地面積のみ記入する。 

※５ 同一建物内の施設は全て、営業主体と面積とともに記入する。併設施設又は事業所等

が、介護保険法により居宅サービス事業者として指定されている場合（指定居宅介護支

援を含む。）は、その種類と番号を記載すること。 

 

３ 利用料※６ 

費用の支払い方法※７ 
入居金は入居時一括納入、月額利用料その他は毎月17日請求による
月払い（毎月27日に口座から自動引き落とし）。 

入居一時金※８ 

(介護費用の一時金除く) 

1人入居の場合   Aタイプ   700万円 
2人入居の場合   Bタイプ  1,400万円 

※【選択価格制】基本コースの価格をもとに 
入居金84万円を加算するごとに月額費用が１万円減額されます。 
入居金84万円を減額するごとに月額費用が１万円加算されます。 

 使途 
入居者が居住する居室及び入居者が利用する共用施設等の費用と

して、終身にわたって受領する家賃相当費用の一部 
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算定の基礎 
想定居住期間と要介護者の平均寿命を勘案し、地域不動産の相場と

部屋の広さ等を考慮に入れて算出 

解約時の返還金（算定方

法等） 

契約書に定める「入居起算日」に30％償却するとともに、残り70

％を60ヶ月にわたり月割均等償却させていただきます。 

返還金＝入居金―（入居金×30％）－（入居金×70％÷60×入居月数） 

返還金は契約終了日の翌日から起算して90日以内に返還します。 

90日以内に契約解除をした場合、入居金全額（初期償却分も含む）

を返還いたしますが、入居日から居室明け渡し日までの目的施設に

おける施設利用料を別途定め、その差額を日割り計算により入居金

から頂くことが出来ます。 

入居契約書第 45 条に規定する目的施設の１日当たりの施設利用料

は、下記の計算式により算定します。  

１日当たりの施設利用料＝入居金÷60 ヶ月÷各月の日数 

※小数点以下四捨五入         

初期償却率・開始日 30％・入居起算日 

介護費用の一時金 ― 

 

算定の基礎 ― 

解約時の返還金（算定方

法等） 
― 

初期償却率・開始日 ― 

月額利用料※９ 

1人入居の場合   Aタイプ 月額197,550円 
2人入居の場合   Bタイプ 月額390,100円 
※ 入居金の選択により変わります。 

※ 食費については30日の場合 

 

内

訳 

管理費 A・Bタイプ        月額78,750円／人 

 使途 
共用施設等の維持管理費、水道光熱費、事務費、基本サービス（入

居契約書第 16 条）に係る人件費 

食費 

 1食672円  

（例）60,480円（30日90食）／人 

欠食は6時間前に申し出があれば請求いたしません 

（朝食は前日18時まで）。 

治療食も同額の1食672円となります。 

介護費用※１０ ― 

光熱水費※１１ 
居室内の水道光熱費は別途ご入居者の負担となります（メーター

検針）共用部分の水道光熱費は管理費に含まれております。 

家賃相当額 

（施設利用料） 

1人入居の場合   Aタイプ   月額 58,320円 
2人入居の場合   Bタイプ  月額111,640円 

※入居金により変わります。 

 使途 介護居室及び共用施設の施設利用料です。 

その他 

介護用品は別途実費負担。 

自立と認定された場合、日常の安否確認等の費用として、生活サー

ビス費31,500円/人・月（税込）が必要となります。 

改定ルール（勘案する要

素及び改定手続等） 

施設の維持管理・公租公課等の負担が増加したとき、若しくは物価

の変動・近隣相場との不均衡・施設の改良があった場合、運営懇談

会の意見を聴いた上で改定します。 
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月額利用料に含まれない

実費負担等※１２ 

 

居室内の電気代・消耗品費等 

自立：おむつ代実費、清拭、入浴見守り又は一部介助、実施日以外

の買い物、通院介助、週2回以上の清掃・洗濯・リネン交換、理

美容代、役所手続き、病院付添、医療費、健康診断費用、レクリ

エーション一部実費（ご希望により参加いただけます） 

要支援・要介護：おむつ代、週3回以上の清拭・入浴介助、週2回以

上の通院介助、週2回以上の清掃・洗濯・リネン交換、理美容代、

指定日以外の買い物・役所手続き、病院付添、医療費、レクリエー

ション一部負担（ご希望により参加いただけます） 

介護保険に係る利用料 

※１３ 

(適用を受ける場合は１割

が自己負担) 

特定施設入居者生活介護       （１か月30日の例） 

 個別機能訓練加算（○有・無）、夜間看護体制加算（有・○無） 

医療機関連携加算（○有・無） 

   月  額   自己負担額  

要介護１    183,606円 18,361 円 

要介護２    205,551円    20,556 円 

要介護３    227,496円    22,750 円 

要介護４    249,128円 24,913 円 

要介護５    271,386円    27,139 円 

 

介護予防特定施設入居者生活介護   （１か月30日の例） 

 個別機能訓練加算（○有・無）、医療機関連携加算（○有・無） 

 月  額 自己負担額 

要支援１      68,238円     6,824 円 

要支援２      151,629円     15,163 円 
 

一時金の返還金の保全措

置 

・内容(事業者が入居金の返還債務を負うことになった場合において

は、その債務のうち保全金額に相当する部分（実際に返還を要する金

額又は金500万のうちいずれか低い方までの額）を、親会社である株式

会社ベネッセホールディングスとの間の入居金等保証委託契約に基づ

き連帯して保証します。) 

・無の場合の理由(                  ) 

サービスの提供に伴う事

故等が発生した場合の損

害賠償保険等への加入 

 ○有  ・ 無 

有の場合の保険名 

(「福祉事業者総合賠償責任保険」三井住友海上火災保険㈱に加入) 

消費税の対象外とする利

用料等 

入居金、施設利用料（家賃相当額） 

なお、それ以外の費用は消費税等を含んだ金額です。 

※６ 総額表示のこと。 

※７ 入居一時金や月額利用料の請求時期や支払い方法等を記入する。 

※８ 入居時にかかる費用を、その名称を問わず記入する。 

※９ 食費が１日単位の場合は、１か月 30 日の場合の費用を記入するとともに、その旨記

入する。 

※10 介護保険に係る利用料を除く。 

※11 当該費用に含まない部分（居室等）の負担がある場合は、その旨記入する。 

※12 見込まれる総ての項目名を列記すること。 

※13 個別機能訓練加算、夜間看護体制加算及び医療機関連携加算を含めて記入する。 
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４ サービスの内容 

月額利用料（介護費用、光

熱水費、家賃相当額を除く

）に含まれるサービスの内

容・頻度等 

管理費 
受付業務、管理、入居相談業務その他別添「介護サ

ービス等の一覧表」による 

食費 三食の提供、おやつ、配膳 

その他 ― 

介護保険給付及び介護費

用によりホームが提供す

る介護サービスの内容・頻

度等 

 別添 介護サービス等の一覧表による 

月額利用料に含まれない

実費負担の必要なサービ

スとその利用料 

 別添 介護サービス等の一覧表及び管理規程による 

一部又は全部の業務を委

託する場合は委託先及び

委託内容※１４ 

食事業者：イフスコヘルスケア株式会社 

委託内容：調理盛付等の給食提供業務、献立の作成業務と給食材料

の発注・調達業務、調理施設・設備等の衛生清掃及び日常点検 

業務、その他必要とする給食業務全般。 

苦情解決の体制（相談窓口

､責任者､連絡先、第三者機

関の連絡先等）※１５ 

施設の管理者及び本社コンプライアンス推進室。 

ボンセジュールはるひ野 管理者 大倉 由紀子 

  ℡ 044－980－5603 

株式会社 ボンセジュール コンプライアンス推進室 

  ℡ 03－5774－4544 

内容により運営懇談会で協議。当事者間で解決できない場合は、社

団法人全国有料老人ホーム協会へ相談が出来ます。さらに解決出来

ない場合には、次の行政機関への相談が出来る他、入居契約書第46

条に定める裁判所に提訴することが出来ます。 

社団法人全国有料老人ホーム協会 

   ℡ 03－3272－3781 

川崎市介護保険課 

  ℡ 044-200-2678 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

  ℡ 0570－022110 （苦情専用） 

神奈川県保健福祉局 福祉・次世代育成部 高齢施設課 

神奈川県保健福祉局 地域保健福祉部 福祉監査指導課 

  ℡ 045－210-1111 （代表） 

事故発生時の対応（医療機

関等との連携、家族等への

連絡方法・説明等） 

事故対応マニュアルに基づき、協力医療機関「医療法人社団和啓会

メディクスクリニック溝の口」の指導のもとに対応。119番通報に

よる医療機関への搬入を行うとともに、施設長もしくは看護師から

家族への連絡を行います。また、事故についての検証、今後の防止

策を講じます。 

損害賠償（対応方針及び損

害保険契約の概要等） 

事業者は、利用者に対する介護サービスの提供に当たって、万が一

事故が発生し、利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は

、不可抗力の場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償しま

す。ただし、利用者に重過失がある場合は、事業者は賠償責任を免

除され、または、賠償額を減額される場合があります。 

(社)全国有料老人ホーム

協会及び同協会の入居者

基金制度への加入状況 

社団法人全国有料老人ホーム協会会員 

同協会の入居者基金制度に加入 

※14 施設の警備業務など入居者の処遇と直接関わらない業務は除く。 

※15 施設の体制と併せて、神奈川県国民健康保険団体連合会や(社)全国有料老人ホーム協
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会など、入居者が利用可能な第三者機関及び行政の担当部署の名称及び連絡先を記入。 

 

５ 介護を行う場所等 

要介護時(認知症を含む)に

介護を行う場所 
入居している同じ居室で行います。 

入 

居 

後 

に 

居 

室 

を 

住 

み 

替 

え 

る 

場 

合 

一般居室から一時介

護室へ移る場合(判断

基準･手続、追加費用

の要否、居室利用権の

取扱い等) 

― 

一般居室から介護居

室へ、又は介護居室か

ら他の介護居室へ住

み替える場合 

（同上） 

心身の状況の変化に応じ居室を移動することもあります。但し以

下の手続きを行います。 

一 医師の意見を聴く。 

二 本人及び身元保証人等の同意を得る。 

三 緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける。 

入居者の要望により居室を移動する場合は、文書にて事業者へ申

請して下さい。 

※居室移動の精算方法 

 転居前居室の入居金＝A、転居後居室の入居金＝Bとし以下の 

 方法で入居金の精算を致します。 

・ A＞Bの場合、以下金額を精算いたします。 

精算金＝（A×70％÷60ヶ月×未償却月数） 

    －（B×70％÷60ヶ月×未償却月数） 

・ B＞Aの場合、以下の金額を精算いたします。 

精算金＝（B×30％－A×30％）＋｛（B×70％÷60ヶ月× 

未償却月数）－（A×70％÷60ヶ月×未償却月数）｝ 

（端数は初月に償却致します） 

提携ホームへ住み替

える場合 

（同上） 

― 

 

６ 医療 

協力医療機関（又は嘱託医

）の概要及び協力内容 

名称 
医療法人社団和啓会 

メディクスクリニック溝の口 

主な診療科目 内科、呼吸器科、アレルギー科、循環器科 

所在地 
〒213-0033 

神奈川県川崎市高津区下作延1224-1 

距離及び所要時間 約15.5km（約40分） 

協力内容 訪問診療 

名称 医療法人社団 桜栄会 八王子歯科室 

主な診療科目 歯科 

所在地 
〒192-0063 

東京都八王子市元横山町1丁目16番1号 

距離及び所要時間 約16.2km（約24分） 

協力内容 訪問歯科診療 
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入居者が医療を要する場

合の対応（入居者の意思確

認、医師の判断、医療機関

の選定、費用負担、長期に

入院する場合の対応等） 

医師の判断を基本として協力医療機関、または入居者が希望する医

療機関において治療を受けることができます。 

費用については、医療保険制度で支給される以外の費用は入居者負

担となります。 

通院―入居者が希望される医療機関へ週1回通院同行致します。2

回以上の同行は費用が発生いたします。スタッフの同行がない場合

には費用は発生しません。 

入院―医師が入居者について入院が必要であると判断した場合 

は入居者及びご家族の意思を確認します。 

・入院期間中は、施設利用料、管理費をいただきます。 

 但し、入院が1ヶ月を超える期間については、管理費は半額とな

ります。 

・入院中も居室の利用権は存続します。 

・入院に関わる費用は入居者の負担となります。 

・入退院の移送・同行に関わる費用は管理費に含みます。 

 

７ 入居状況等                      (平成 23 年 7月 1 日現在) 

入居者数及び定員     75人（定員90人） 

入居者内訳 

性 別  男 性  22人、女 性 53人 

介護の 

要否別 

 自 立   0人 

 要介護  65人 

  (内訳)経過的要介護  0人 

要介護１    19人 

     要介護２    15人 

     要介護３    14人 

     要介護４     9人 

     要介護５     8人 

 要支援    10人 

  (内訳)要支援１    5人 

     要支援２    5人 

 未認定    0人 

平均年齢     85.4歳（男性 85.0歳、女性 85.5歳） 

運営懇談会の開催状況 

(開催回数、設置者の役  

職員を除く参加者数、  主

な議題等) 

【開催回数】 

原則年1回以上開催 

【議題】 

（１）施設における入居者の状況、サービス提供の状況 

（２）介護保険、管理費、食費等の収支状況のほかホーム本体の各

会計年度の財務諸表等の決算報告 

（３）管理費、食費その他のサービス費用及び使用料の改訂 

（４）管理規程、細則等の諸規程の改定 

（５）入居者の意向の確認や意見交換 

（６） 年度ごとの介護にかかわる職員体制の算定方法及び算定結

果についての説明等 

（７）その他特に必要と認められた事項 

注) 介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定

される場合には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。 
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８ 職員体制 

 (平成 23年 7 月 1 日現在) 

   職 員 数 

常勤換算後の 夜間勤務 

職員数 

(16時～翌10時) 

（最少人数） 

備  考 

（資格・委託等） 人数 
うち自立

対応 

従

業

者

の

内

訳 

管理者 1( ) 
  

  

生活相談員 1( )   

直接処遇職員 38(4) 36.5  3  

 
介護職員 34(3) 32.6  3  

看護職員 4(1) 3.9    

機能訓練指導員 1() 

 

 
 

  

 

理学療法士 1()   

作業療法士  ()   

その他  ()   

計画作成担当者 2()  介護支援専門員 

医師  ()   

栄養士  ()  外部委託 

調理員  ()  外部委託 

事務職員 2()   

その他職員 3(1)  
副ホーム長・ドライ

バー 

  合   計 48(5) 3  

 注１) 職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数。 

２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立

者に対して一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、ま

た、常勤換算後の人数において、自立者対応の人数を内数で記入。 

３）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数

に※印をつけるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。 

４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計

画作成担当者の介護支援専門員資格等を記入。 

 

○要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制 

(特定施設入居者生活介護事業者（介護予防特定施設入居者生活介護を含む）の指定を受け

た施設のみ記入。利用者数の「前年度の平均値」及び職員数の「常勤換算方法」等につい

ては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11年３月 31日

厚生省令第 37 号)等の規定によること) 

 前々年度の平均値  前年度の平均値 今年度の平均値※11 

要支援1の人数 3.9人 5人 5人 

要支援2及び要介護者の人数 53.5人 52.5人 70人 

指定基準上の直接処遇職員の

人数※１６ 
19.13人 19.16人 28人 

配置している直接処遇職員の

人数※１７ 
28.91人 28.6人 36.5人 
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要支援者・要介護者の合計数人

に対する配置直接処遇職員の

人数の割合 

1.98：1 2.01：1 2.03：1 

常勤換算方法の考え方 直接処遇職員全員の1週間の延べ勤務時間数÷40時間 

従業者の勤務体制の概要 

介護職員 早番   7：00  ～  16：00 

     日勤   9：00  ～  18：00 

     遅番   11：00   ～  20：00 

     夜勤  16：30  ～  翌9：30 

看護職員 早番   8：00  ～  17：00 

     日勤  10：00  ～  19：00 

     遅番   ：   ～   ： 

     夜勤   ：   ～   ： 

 

※16 常勤換算後の人数。 

※17 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。 

※18 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。 

  

○介護職員の保健福祉に係る資格取得状況  

社会福祉士 0人（ 0人） ホームヘルパー１級 0人（0人） 

介護福祉士 14人（ 10人） ホームヘルパー２級 27人（0 人） 

介護支援専門員 0人（ 0人） ホームヘルパー３級  0人（0人） 

  無資格者  0人（0人） 

注) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記

入する。他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。 

 

９ 入居・退居等  

入居者の条件（年齢、心身

の状況(自立・要支援・要

介護)等） 

・ 原則として６５歳以上の方で、介護保険の認定をお持ちの方又

は認定申請中の方 

・ 健康保険に加入されている方 

・ お二人で入居の場合は、ご夫婦又はご兄弟の方（お二人のうち

お一人が要介護の方であれば、もう一人は自立でもご入居いた

だけます。） 

・ 身体状況・共同生活への適応力・お支払い能力について当社の

審査基準を満たされた方 

身元引き受け人等の条件

及び義務等 

・ 連帯保証人は本契約に基づく入居者の事業者に対する債務に 

ついて、入居者と連帯して履行の責を負うとともに、事業者 

が管理規程に定めるところに従い、事業者と協議し、必要な 

時は入居者の身柄を引き取るものとします。 

施設又は入居者が入居契

約を解除する場合の事由

及び手続等※１９ 

・ 別紙「入居契約書」第28条から第35条による。 

第２８条（契約の終了） 

 次の各号のいずれかに該当する場合に、本契約は終了するも

のとします。 

  一 入居者が死亡したとき（入居者が2名の場合は両者とも死亡

したとき） 

ニ 事業者が第29条（事業者の契約解除）に基づき解除を通 

  告し、予告期限が満了したとき 
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三 入居者が第30条（入居者からの解約）に基づき解約を行 

  ったとき 

 

第２９条（事業者からの契約解除） 

事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、   

そのことが本契約をこれ以上にわたって維持することが社

会通念上著しく困難と見とめられる場合に、少なくても90

日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解除する

ことがあります。又この契約解除により入居者が損害を被る

ことがあっても、事業者は賠償の責を負いません。 

一 入居申込みについて虚偽の申告、その他不正手段によ  

り入居した時 

ニ 入居者が、暴力団・暴走族・反社会的組織の構成員また

はその関係者である場合 

三 暴力団・暴走族・反社会的組織等の構成員または関係者

を本物件内に出入りさせた時 

四 月額の利用料その他の支払いを正当な理由なく、1ヶ月

以上滞納した時 

五 継続した収入がなく利用料等の支払いが困難な場合 

六 事業者の承諾なく表題部記載の入居予定日までに入居

しない時 

七 第19条・第20条の規程に違反した時 

八 騒音・暴力行為・危険行為等共同生活の秩序を乱す行為

をしたと認められる時 

九 入居者の行動が他の入居者に危害を及ぼす恐れがあり、

かつ入居者に対する通常の介護方法および接遇方法で

はこれを防止することができない時 

十 重篤な感染症にかかった場合、もしくは保持している場

合、かつ入居者に対する通常の介護方法および接遇方法

では感染を防止することができない時 

十一 恒常的な医療行為を必要とするとき等、通常の介護で 

   の対応が困難となった時 

十二 その他本契約に違反した時 

２ 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面に

て次の各号に掲げる手続きを行います。 

一 契約解除の通告に先立ち、入居者及び連帯保証人に弁明

の機会を設ける 

二 解除通告に先立ち入居者の移転先の有無について確認

し、移転先がない場合には入居者や連帯保証人等、その

他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協

力する。それぞれの手続きは書面にて行います。 

３ 本条第1項第九号から第十一号のいずれかによって契約を

解除する場合、事業者は前項に加えて次の各号の手続きを

行います。 

   一 医師の意見を聴く 

ニ 一定の観察期間をおく 
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第３０条（入居者からの解約） 

   入居者は事業者に対して、少なくとも３０日前に解約の申 

   し入れを行うことにより、本契約を解約することができま 

   す。解約の申入れは事業者の定める解約届を事業者に届け 

   出るものとします。 

 ２ 入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退去した場合 

   には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から 

   起算して３０日目をもって、本契約は解除されたものと推 

   定します。 

 

第３３条（契約終了後の居室の使用に伴う実費清算） 

   入居者は、契約終了日までに居室を事業者に明け渡さない 

   場合には、契約終了の日の翌日から起算して、明け渡しの 

   日までの施設利用料・管理費・基本サービス費の倍額を事 

   業者に支払うものとします。ただし、第28条（契約の終了 

   ）第一号の規程に該当する場合は、入居契約書第32条第2項

に規程する明け渡し期限を本条にいう契約終了日とみなし

ます。 

 

第３４条（返還金及び残額の算出） 

   表題部記載の入居金の算出は、償却期限を5年（60ヶ月）と

する次の算式により行います。 

   （本契約第28条により本契約が終了した場合） 

   返還金＝入居金―（入居金×30％）－（入居金×70％÷60 

       ×入居月数） 

 ２ 事業者は、表題部記載の入居金の30％相当分については、表

題部記載の償却期間の起算日をもって取得します。 

 ３ 事業者は、前項の返還金を契約終了日の翌日から起算して 

   90日以内に返還します。 

 ４ 事業者は、前項に基づく返還金支払時に、入居契約書表題部

（3）に定める者に返還金を支払うものとし、入居者はこれ

にあらかじめ同意します。 

 ５ 本条第1項の算出に際しては、表題部記載の起算日及び契約 

   終了日が属する月は、それぞれ日割り計算ではなく1ヶ月と 

   して計算し、返還金は無利息とします。 

 ６ 事業者は、入居期間中の各月末における入居者の表題部記 

   載の入居金の未償却残高の算出にも、本条の規程を準用す 

   るものとします。 

 ７ 事業者は、入居金の返還債務について、厚生労働大臣の定め

る基準に基づき、当該返還債務の金額もしくは５００万円の

うちいずれか低い方の金額を上限として、保全措置を講じま

す。本契約締結時点における保全措置の内容は、本条第９項

記載のとおりです。入居者および返還金受取人は、事業者が

、本項に基づき講じる保全措置について、厚生労働大臣が定

める基準の範囲内においてこれを変更することができるこ

とを承諾します。ただし、事業者は、保全措置の変更を行う

場合、利用者および入居者返還金受取人に対して事前にその
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内容を書面にて通知しなくてはなりません。 

８ 事業者は、入居者および返還金受取人に係る個人情報、入居

契約の内容および入居者と事業者との間における債権債務

の状況についての情報を、前項に基づき講じる保全措置の実

施に必要な目的の範囲内において、保証委託先等の機関に対

して開示することがあります。 

９ 本契約締結時点において、事業者は、親会社であるベネッセ

ホールディングスとの間に入居金保証委託契約を締結して

おり、当該保証委託契約の条件にしたがって、ベネッセホー

ルディングスが入居金の返還を保証します。当該保証委託契

約による保証の概要は、本特約別紙に記載のとおりです。な

お、当該保証委託契約が何らかの事情により終了する場合に

おいても、別紙に定める保証債務の消滅事由に該当しない限

り、当該保証委託契約終了時に現に存在した保証の範囲内に

おいて親会社による保証が存続し、その限りにおいて本項に

定める保証は効力を有します。事業者は、入居者および返還

金受取人に対し、本項の保全措置による保証には一定の制限

が付されていることを説明し、入居者および返還金受取人は

これを理解し、承諾しました。 

 

第３５条（精算） 

事業者は、本契約が終了した場合において、入居者の事業者に

対する支払い義務がある場合には、前条に定める返還金から差

し引くことがあります。この場合には、事業者は返還金から差

し引く債務の額の内訳を入居者及び連帯保証人に明示します。 

 

前年度１年間の施設から

の契約解除件数 
     0  件 

体験入居の期間及び費用

負担等 

最大7日間。1泊15,750円（税込）。体験入居は介護保険を使用しま

せん。 

※19 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、入居一時金の返還時期等

を正確に記入。 

 

添付書類：「介護サービス等の一覧表」、「選択価格制度」 

 

 契約の締結に当たり、本有料老人ホーム重要事項説明書により説明を受けました。 

 

年  月  日 

 

署   名              ㊞ 

 

 

説明者署名              ㊞ 
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　     介護サービス等の一覧表　ボンセジュールはるひ野

介護を行う場所

管理費に含まれるｻｰﾋﾞｽ その都度徴収するｻｰﾋﾞｽ 管理費及び保険給付対

象に含まれるｻｰﾋﾞｽ

その都度徴収するｻｰﾋﾞｽ

介護サービス

○　巡回

・昼間、夜間 2時間毎 ― 2時間毎 ―

○　食事介助 食堂内の配下膳は毎食

時、適宜介助
―

食堂内の配下膳は毎食

時、適宜介助
―

○　排泄

・排泄介助 ― ― 適宜実施 ―

・おむつ交換 ― おむつ代実費 適宜実施 おむつ代実費

○　入浴

・清拭 ― 一回1575円 入浴できない場合週2回 週3回以上は1回1575円

・見守り又は1部介助 ― 一回1575円 週2回 週3回以上は1回1575円

・特浴介助 ― ― 週2回 週3回以上は1回1575円

○　身辺介助

・体位交換 ― ― 適宜実施 ―

・居室からの移動 ― ― 適宜実施 ―

・衣類着脱 ― ― 適宜実施 ―

・整容介助 ― ― 適宜実施 ―

○　外出介助

・買物 ― ― 月1回 月2回以上は1回1575円

○　機能訓練 ― ― ケアプランに基づき ―

機能訓練指導員による指導

○　通院介助

　　　　協力医療機関 適宜実施 ― 適宜実施 ―

　　　　協力医療機関以外 ― 付添は30分1575円　　 近隣への付添は週1回

○　送迎

　　　　協力医療機関 適宜実施 ― 適宜実施 ―

　　　　協力医療機関以外 移送は土日祝以外 遠方移送は実施しません 移送は土日祝以外 遠方移送は実施しません

の9：00～17：00 の9：00～17：00

○　緊急時対応

・緊急通報装置 24時間対応 ― 24時間対応 ―

生活サービス

○　家事

・清掃 週1回　介護上必要で 実施日以外は30分1575円 週1回　介護上必要で 実施日以外は30分1575円

・洗濯 週1回　ある場合対応 実施日以外は1回525円 週1回　ある場合対応 実施日以外は1回525円

・リネン交換 週1回　致します 実施日以外は1回525円 週1回　致します 実施日以外は1回525円

・私物の洗濯 ― ―

○　居室配膳、下膳 適宜実施 ― 適宜実施 ―

○　理美容 ― 実費 ― 実費

○　代行

・買物、支払 週1回（指定日） 指定日以外は30分1575円 週1回（指定日） 指定日以外は30分1575円

・役所手続き 月1回（指定日） 指定日以外は30分1575円 月1回（指定日） 指定日以外は30分1575円

健康管理サービス

○日常健康管理

・服薬管理 適宜実施 ― 適宜実施 ―

・バイタルチェック 適宜実施 ― 適宜実施 ―

・水分、排泄チェック 適宜実施 ― 適宜実施 ―

・口腔ケア 適宜実施 ― 適宜実施 ―

○その他

・健康診断 年2回の機会を設けます 受診料は実費 年2回 ―

・健康相談、生活指導 適宜実施 ― 適宜実施 ―

・医師の往診依頼 適宜実施 ― 適宜実施 ―

入退院時、入院中の提供サービス

・付添サービス 協力・近隣医療機関へは

移送および付添

・お見舞い、連絡等 適宜実施 ― 適宜実施 ―

その他のサービス 一部実費 一部実費

・レクリエーション 適宜実施 （ご希望によりご参加 適宜実施 （ご希望によりご参加

いただけます） いただけます）

※近隣医療機関・・・当施設より半径5ｋｍ以内の病院

協力医療機関以外の近隣医療

機関は週2回目以降、及び遠

方付添は30分1575円

別　　添

近隣・協力医療機関への移

送

付添は30分1575円　遠方移送

は実施しません

介護居室

要支援Ⅰ・Ⅱ・要介護Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ自　　立

介護居室

近隣への週2回目以降の付添、

及び遠方への付添は30分

1575円

介護上必要でない私物の洗濯

代は実費（クリーニングに出す

等、特別な場合）

介護上必要でない私物の洗濯

代は実費（クリーニングに出す

等、特別な場合）
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別　　添

　　Ａタイプ選択価格表

施設利用料 管理費 食費

上限 868万円 177,550円 38,320円 78,750円 60,480円

784万円 187,550円 48,320円 78,750円 60,480円

基本価格 基本額  700万円 基本額  197,550円 58,320円 78,750円 60,480円

616万円 207,550円 68,320円 78,750円 60,480円

下限 532万円 217,550円 78,320円 78,750円 60,480円

　　Ｂタイプ選択価格表

施設利用料 管理費 食費

上限 1568万円 370,100円 91,640円 157,500円 120,960円

1484万円 380,100円 101,640円 157,500円 120,960円

基本価格 基本額  1400万円 基本額  390,100円 111,640円 157,500円 120,960円

1316万円 400,100円 121,640円 157,500円 120,960円

下限 1232万円 410,100円 131,640円 157,500円 120,960円

月額費用
月額費用内訳

入居金

入居金 月額費用
月額費用内訳

選択価格制度

全タイプとも基本価格をもとに
入居金84万円を加算するごとに、月額費用1万円を減額いたします。
入居金84万円を減額するごとに、月額費用1万円を加算いたします。

 

 


